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利用までの流れ

基本健康診査の受診

　健診結果を踏まえて、健診担当医が生活機能の低下が見られる
かどうか総合判断します

↓
相　　　　談

　生活機能が低下しているときは、健診の結果と基本チェックリ
ストを持参し、担当の地域包括支援センターへ相談してください

↓
判　　　　定

　地域包括支援センターで健診の結果などを確認します。あわ
せて、運動機能の測定を行い、参加が望ましい介護予防サービス
を判定します

↓
サービス利用

　本人の意向を踏まえて、介護予防ケアプランを作成し、状態に
適した内容の通所型介護予防サービスを提供します

し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間　

８
月
７
日
（
月
）

〜　

日
（
金
）

２５
※
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
。
た

だ
し
、
８
月　

日
（
土
）・　

１２

１３

日
（
日
）
は
、
児
童
課
で
受
け

付
け
ま
す
（
午
前
８
時　

分
〜

３０

午
後
４
時
）。

届
出
場
所　

児
童
課
、
東
部
・

西
部
出
張
所

※
出
張
所
に
届
け
出
を
す
る
方

は
、
児
童
課
か
ら
出
張
所
に
書

類
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
２
・

３
日
前
ま
で
に
、
児
童
課
へ
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

 　

次
の
い
ず
れ
か
の
状
態
に
あ

る　

歳
に
達
し
た
日
以
降
の
最

１８
初
の
３
月　

日
ま
で
の
間
の
児

３１

童
（
中
度
以
上
の
障
が
い
を
有

す
る
場
合
は
、　

歳
未
満
）
を

２０

扶
養
し
て
い
る
母
ま
た
は
養
育

者
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

▽
父
母
が
離
婚
し
た

児

童

扶

養

手

当
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▽
父
が
死
亡
し
た

▽
父
が
生
死
不
明
で
あ
る

▽
父
に
引
き
続
き
１
年
以
上
遺

棄
さ
れ
て
い
る

▽
父
が
引
き
続
き
１
年
以
上
拘

禁
さ
れ
て
い
る

▽
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
出

生
（
父
か
ら
認
知
さ
れ
て
い
る

場
合
も
含
む
。
た
だ
し
、
事
実

上
婚
姻
関
係
に
あ
る
状
態
の
場

合
を
除
く
）

▽
父
が
重
度
の
障
が
い
を
有
す

る�
対
象
と
な
ら
な
い
方

▽
児
童
が
福
祉
施
設
な
ど
に
入

所
し
て
い
る

▽
児
童
の
母
ま
た
は
養
育
者
が

公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る

（
老
齢
福
祉
年
金
を
除
く
）

▽
支
給
要
件
該
当
日
か
ら
平
成

　

年
３
月　

日
で
５
年
を
経
過

１５

３１

し
て
い
る

 　
　

歳
未
満
の
児
童
で
次
の
い

２０ 特
別
児
童
扶
養
手
当
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ず
れ
か
に
該
当
す
る
障
が
い
を

有
す
る
児
童
の
父
ま
た
は
母
に

支
給
さ
れ
ま
す
。

▽
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
お
お

む
ね
１
〜
３
級

▽
「
愛
の
手
帳
」
お
お
む
ね
１

〜
３
度

▽
右
記
と
同
程
度
の
疾
病
も
し

く
は
身
体
ま
た
は
精
神
の
障
が

い
が
あ
る

※
３
級
、
３
度
の
場
合
は
、
該

当
し
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
の

で
、
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

※
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
し
て

い
る
児
童
は
、
該
当
に
な
り
ま

せ
ん
。

 
※
該
当
す
る
方
で
、
ま
だ
申
請

を
し
て
い
な
い
場
合
は
、
早
め

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
ど
ち
ら
の
手
当
も
、
所
得
制

限
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ　

児
童
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
４
４

�
�
共　

通
�
�

※
参
加
を
希
望
す
る
方
で
、
ま

だ
基
本
健
康
診
査
を
受
け
て
い

な
い
方
は
、
基
本
健
康
診
査
の

受
診
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

介
護
福
祉
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
３
９

 　

そ
れ
ぞ
れ
、傍
聴
で
き
ま
す
。

�
第
４
回
・
第
５
回　

行
財
政

再
構
築
方
針
検
討
委
員
会

と　

き　

▽
第
４
回
…
８
月　
１０

日
（
木
）　

午
後
２
時　

分
〜

３０

４
時　

分
３０

▽
第
５
回
…
８
月　

日
（
月
）

２１

　

午
後
２
時
〜
４
時

と
こ
ろ　

市
役
所
５
階
５
０
５

会
議
室

定　

員　
　

人
１０

申
込
み　

当
日
、
会
場
へ
（
申

込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

問
合
せ　

行
政
経
営
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
７
５
６

審
議
会
な
ど
の

審
議
会
な
ど
の

日

程

日

程

都
営
住
宅
・
都
民
住
宅
の

申

込

書

配

布

中

　

現
在
、
児
童
扶
養
手
当
、
特

別
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て

い
る
方
は
、
８
月
中
に
現
況
の

届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。
届

け
出
を
し
な
い
と
、
８
月
以
降

の
手
当
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

手
当
の
受
給
者
に
は
、
８
月

上
旬
に
現
況
届
の
通
知
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
印
鑑
、
証
書
な

ど
を
持
参
の
う
え
、
届
け
出
を

　

市
で
は
、
生
活
機
能
が
低
下

し
て
い
る　

歳
以
上
の
高
齢
者

６５

（
特
定
高
齢
者
）
を
対
象
に
、

介
護
予
防
の
た
め
の
事
業
を
実

施
し
ま
す
。費
用
は
無
料
で
す
。

　

対
象
と
な
る
方
に
は
、
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
ひ
と
り

ひ
と
り
に
介
護
予
防
プ
ラ
ン
を

作
成
し
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
を
行
い
ま
す
。
市
が
提

供
す
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
運
動
機

能
の
向
上
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
口
腔

機
能
の
向
上
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
栄

養
改
善
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
３
種
類

で
す（
事
業
者
へ
委
託
の
う
え
、

実
施
し
ま
す
）。
い
ず
れ
も
、

利
用
者
の
自
宅
近
く
ま
で
送
迎

が
あ
り
ま
す
。

対　

象　

基
本
健
康
診
査
を
受

診
し
た
方
の
中
で
、
健
診
結
果

を
総
合
的
に
判
断
し
、
生
活
機

能
の
低
下
が
認
め
ら
れ
、
介
護

予
防
事
業
へ
の
参
加
が
必
要
と

考
え
ら
れ
る
方

※
要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受

け
て
い
る
方
を
除
き
ま
す
。

�
第
１
回　

福
祉
の
ま
ち
づ
く

り
推
進
協
議
会

と　

き　

８
月　

日
（
火
）　

１５

午
後
１
時　

分
か
ら

３０

と
こ
ろ　

健
康
福
祉
事
務
セ
ン

タ
ー
２
階
第
３
・
４
会
議
室

定　

員　
　

人
１０

申
込
み　

当
日
、
会
場
へ
（
申

込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

問
合
せ　

高
齢
者
福
祉
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
３
７

�
第
１
回　

国
民
健
康
保
険
運

営
協
議
会

と　

き　

８
月　

日
（
木
）　

１７

午
後
１
時　

分
か
ら

３０

と
こ
ろ　

市
役
所
６
階
大
会
議

室定　

員　
　

人
１０

議　

題　

平
成　

年
度
小
平
市

１８

国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
１
号
）（
案
）
に

つ
い
て
ほ
か

申
込
み　

当
日
、
午
後
１
時　
１０

分
か
ら
、
会
場
で
受
付
（
申
込

み
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

問
合
せ　

保
険
年
金
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
２
９

�
第
３
回　

社
会
教
育
委
員
の

会
議

と　

き　

８
月　

日
（
木
）　

２４

午
前
９
時　

分
か
ら

３０

と
こ
ろ　

市
役
所
５
階
５
０
５

会
議
室

定　

員　
　

人
１０

申
込
み　

当
日
、
会
場
へ
（
申

込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

問
合
せ　

生
涯
学
習
推
進
課
�

　

（
３
４
６
）
９
５
７
４

０４２
 　

国
民
保
護
計
画
は
、
国
外
か

ら
の
武
力
攻
撃
や
大
規
模
テ
ロ

な
ど
が
発
生
し
た
場
合
に
、
国

の
方
針
に
基
づ
き
、
市
が
国
、

東
京
都
お
よ
び
指
定
公
共
機
関

な
ど
の
関
係
機
関
と
連
携
・
協

力
し
て
、
迅
速
・
的
確
に
住
民

の
避
難
や
救
援
が
行
え
る
よ
う

に
、
あ
ら
か
じ
め
計
画
を
定
め

て
お
く
も
の
で
す
。

　

市
で
は
、
多
く
の
市
民
の
皆

小
平
市
国
民
保
護

計
画（
案
）に
つ
い
て

意

見

を

募

集

さ
ん
か
ら
、
ご
意
見
・
ご
提
案

を
い
た
だ
き
、
よ
り
良
い
計
画

を
策
定
し
ま
す
。

　

小
平
市
国
民
保
護
計
画（
案
）

の
概
要
版
は
市
役
所
、
東
部
・

西
部
出
張
所
、
地
域
セ
ン
タ
ー

な
ど
に
置
い
て
あ
り
ま
す
。
ま

た
、詳
細
に
つ
い
て
は
、８
月　
１１

日（
金
）以
降
、
小
平
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ま
た
は
市
役
所
３
階
防

災
安
全
課
窓
口
で
ご
覧
に
な
れ

ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
ぜ

ひ
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

募
集
期
間　

８
月　

日
（
金
）

１１

〜
９
月　

日
（
日
）

１０

問
合
せ　

防
災
安
全
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
１
９

 
応
募
資
格　

昭
和　

年
４
月
２

３０

日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

採
用
予
定
人
数　

▽
小
川
西
保

育
園
（
夕
勤
務
）
…
１
人

第
一
種
保
育
福
祉
員

（
嘱
託
職
員
）
募
集

　

月
か
ら
働
け
る
方

１０

※
勤
務
時
間
な
ど
、
詳
細
は
募

集
要
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

提
出
書
類　

�
採
用
申
込
書

（
縦
４
�
�
×
横
３
�
�
の
写

真
を
は
っ
た
も
の
）　

�
受
験

票　

�
返
信
用
封
筒
（
本
人
の

あ
て
先
を
記
載
、　

円
切
手
を

８０

は
っ
た
も
の
）

募
集
要
項
・
申
込
書
の
配
布　

職
員
課
人
事
係
（
市
役
所
３

階
）、
東
部
・
西
部
出
張
所

※
８
月
７
日
（
月
）
か
ら
、
小

平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、
募
集

要
項
・
申
込
書
類
を
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
。

申
込
み　

８
月　

日
（
木
）
ま

１７

で
に
、
申
込
書
類
を
職
員
課
人

事
係
へ
持
参

問
合
せ　

職
員
課
人
事
係
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
１
４

�
募
集
す
る
住
宅

�
ポ
イ
ン
ト
方
式
に
よ
る
募
集

（
家
族
向
の
み
）

　

ひ
と
り
親
世
帯
、
高
齢
者
世

帯
、
心
身
障
が
い
者
世
帯
、
多

子
世
帯
、
特
に
所
得
の
低
い
一

般
世
帯
、
車
い
す
使
用
者
世
帯

が
対
象
で
す
。

�
単
身
者
向
、
単
身
者
用
車
い

す
使
用
者
向
、
シ
ル
バ
ー
ピ
ア

住
宅

※
シ
ル
バ
ー
ピ
ア
住
宅
と
は
、

　

歳
以
上
の
単
身
者
ま
た
は
２

６５人
世
帯
向
け
の
住
宅
で
す
。

�
事
業
再
建
者
向
定
期
使
用
住

宅※
事
業
再
建
に
向
け
て
意
欲
的

に
取
り
組
む
中
小
企
業
者
を
、

居
住
面
か
ら
支
援
す
る
も
の
で

す
。

�
都
民
住
宅（
東
京
都
施
行
型
）

※
主
と
し
て
中
堅
所
得
勤
労
者

の
家
族
を
対
象
と
す
る
住
宅
で

す
。
所
得
基
準
が
都
営
住
宅
と

異
な
り
ま
す
の
で
、
内
容
を
よ

く
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
込
書（
募
集
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）

配
布　

８
月　

日
（
木
）
ま
で

１０

▽
市
役
所
１
階
市
民
課
、東
部
・

西
部
出
張
所
、
動
く
市
役
所

※
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
。
た

だ
し
、
市
民
課
で
は
、
８
月
５

日（
土
）の
午
前
８
時　

分
〜
午

３０

後
０
時　

分
も
配
布
し
ま
す
。

１５

▽
都
庁
、
東
京
都
住
宅
供
給
公

社
募
集
セ
ン
タ
ー
・
各
窓
口
セ

ン
タ
ー
（
�
の
み
、
東
京
都
中

小
企
業
振
興
公
社
、
各
地
域
中

小
振
興
セ
ン
タ
ー
で
も
配
布
）

※
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
。
た

だ
し
、
都
庁
第
一
庁
舎
１
階
東

京
観
光
情
報
セ
ン
タ
ー
、
東
京

都
住
宅
供
給
公
社
募
集
セ
ン
タ

ー
で
は
、
８
月
５
日
（
土
）
・

６
日
（
日
）
の
午
前
９
時　

分
３０

〜
午
後
５
時
も
配
布
し
ま
す
。

▽
東
京
都
住
宅
供
給
公
社
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（http://www.t

o-kousya.or.jp

）
か
ら
、

配
布
期
間
中
、
す
べ
て
の
申
込

書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

申
込
み　

申
込
書
を
送
付

※
８
月　

日
（
月
）
ま
で
に
、

１４

�
、
�
、
�
は
東
京
都
住
宅
供

給
公
社
募
集
セ
ン
タ
ー
に
、
�

は
渋
谷
郵
便
局
に
届
い
た
も
の

に
限
り
受
け
付
け
ま
す
。

問
合
せ　

東
京
都
住
宅
供
給
公

社
募
集
セ
ン
タ
ー
�
（
０
５
７

０
）
０
１
０
８
１
０
、
８
月　
１１

日
（
金
）
以
降
は
、
�　

（
３

０３

４
９
８
）
８
８
９
４
（
土
曜
・

日
曜
日
を
除
く
）

�

�

�

�

�������������������������

�������������������������

�
�
�
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ア
ク
セ
ス
数
が
月　

万
１０

件
を
超
す
知
名
度
抜
群
の

小
平
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
、
バ
ナ
ー
広
告
を
掲

載
し
ま
せ
ん
か
。

　

自
治
体
で
は
全
国
初
の

小
平
市
の
タ
イ
ト
ル
よ
り

上
に
、
広
告
が
掲
載
さ
れ

ま
す
。

　

費
用
は
月
々
２
万
７
千

円
（
６
か
月
長
期
契
約
の

場
合
）
か
ら
と
、
た
い
へ

ん
お
手
ご
ろ
で
す
。
注
目

の
バ
ナ
ー
広
告
で
、
あ
な

た
の
会
社
も
話
題
沸
騰
に

な
る
か
も
…
。
締
め
切
り

間
近
は
混
雑
が
予
想
さ
れ

ま
す
。
申
込
み
は
、
お
早

め
に
。

申
込
期
限　

８
月　
３１

日
（
木
）

※
詳
し
く
は
、
小
平

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
市
役
所
１
階
秘

書
広
報
課
で
も
申
込

書
な
ど
を
配
布
し
ま

す
。

問
合
せ　

秘
書
広
報

課
�　

（
３
４
６
）

０４２

９
５
０
５

バ
ナ
ー
広
告
を
募
集

小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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◇
市
民
税
・
都
民
税
の
普

通
徴
収
（
第
２
期
）

◇
国
民
健
康
保
険
税
（
第

２
期
）

※
納
付
は
、
８
月　

日
３１

（
木
）
の
納
期
限
ま
で
に

お
願
い
し
ま
す
。

※
便
利
で
納
め
忘
れ
の
な

い
口
座
振
替
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

�
夜
間
納
税
窓
口

と　

き　

８
月　

日（
金
）

２５

　

午
後
５
時
〜
８
時

と
こ
ろ　

市
役
所
２
階
収

納
課（
入
口
は
庁
舎
北
側
）

※
納
税
通
知
書
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

収
納
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
２
７
・

９
５
２
８

８月

今月の 全国初の掲載位置

児童扶養手当児童扶養手当、、
特別児童扶養手当特別児童扶養手当

現現現現現現現現現現現現況況況況況況況況況況況況のののののののののののの届届届届届届届届届届届届けけけけけけけけけけけけ出出出出出出出出出出出出をををををををををををを現況の届け出を

事
業
者
の
皆
さ
ん
へ

いつまでも元気でいつまでも元気で
生活するために生活するために

通所型介護予防事業を実施通所型介護予防事業を実施

６５歳以上の高齢者対象６５歳以上の高齢者対象


